
 

(現職部会員申請書) 
 

様式第１号 

 

 資 料 

番 号 
所 属 所 コ ー ド 職 員 番 号 (右 詰 め 記 入 ) 

１ 

０１ 
３ 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 
９ 

０ ６ ５ ４ ３ 
 

２ 
1５ 

１ 

S E Q 加 入 年 月 日 

   
 

０ １ 

1 
 

Ｒ 

２ 

０ ６ ０ ４ ０ １ SEQ 

01 

会 員 

 

氏 名 

ﾌﾘｶ゙ ﾅ 
８                                                  ２７ 

フ ク    シ        ・     タ       ロ ウ 性別 

生 年 月 

漢字 

（氏）                      （名）                      １０ 

１ 

 

   福  祉   ・  太  郎 

元号 年 月 日 
２８ 

漢 02 
Ｍ 
 

Ｗ 

２９ 

 

Ｓ 

３０ 

６ １ ０ ４ ０ ２ 

金 融 機 関 

金 融 機 関 名 足 利 銀 行 店 舗 名 県 庁 内    支店  

04 金融機関コード ０ １ ２ ９ 店舗コード 

１ 

１ ０ ２ 普通預金口座番号 

４ 

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ 

05 

配偶者 

 

氏 名 

ﾌﾘｶ゙ ﾅ 
１                                           ２０ 

フ ク    シ    ・   ハ ナ       コ 
性 別 

２１ 

生 年 月 日 続 柄 

漢字 

（氏）                   （名）                  １０ 

１ 

   福  祉   ・ 花  子 

元号 年 月 日 
２９ 

夫 妻 

・ ・ 

１ ２ 漢 06 
Ｍ 
 

Ｗ 

２２ 

 

Ｓ ６ ２ １ ０ ０ ７ 

後 期 部 会 
(退職者部会) 

加入の有無 

１ 

 

１．本人のみ加入      ２．本人・配偶者とも加入 

07 

 掛金納入方法 

（いずれかに〇） 

２ 

 

 

１．本人の掛金（2,000 円）を毎月給与控除 

 

２．本人（2,000 円）と配偶者（2,000 円）の掛金（4,000円）を毎月給与控除 

 

 

 

上 記 内 容 に 相 違 な く 、 後 期 部 会 (退 職 者 部 会 )の 規 程 を 順 守 し 、 上 記 「 掛 金 納  

入方 法 」 に よ り 掛 金 を 納 め る こ と に 同 意 し 、 後 期 移行 登録 者 (現 職部 会員 )と し 

て登録申請いた し ます 。  

 
 

一般財団法人 栃木県教育福祉振興会理事長 様 
 

令 和  ５  年 １０  月 ５  日 
 

住 所  宇都宮市駒生町１３５９-３７ 

 

申 請 者    氏 名  福  祉   太   郎      印 

 

電 話  ０２８－６８０－６３０１ 

 

 

 

 

 

 

 

振 興 会 受 付 印 

後期移行登録者(現職部会員)申請書（様式第１号）記載例 

こちらは、振興会会員が後期移行登録者（現職部会員）となるための申請書です。     

令和６年４月１日 ( ０６０４０１ ) とご記入ください。 

○ 加入申込者ご本人の記入欄です。（振興会の会員であること） 

  ・性別は、該当項目（Ｍ：男性、Ｗ：女性）を○で囲んでください。 

口座番号は、右詰めで枠内を全て正確に記入してください。 

○ 加入を希望される配偶者の記入欄です。（教職員ではない配偶者） 

・配偶者が同時に加される場合のみ記入してください。 

・配偶者自身が県教委・学校関係等に在職されている場合、その配偶者の 

方は振興会会員本人として、直接加入申請してください。 

・続柄は、該当する番号を○で囲んでください。 

それぞれ該当する番号を○で囲んでください。 

年月日はこの申請書を提出する日を記入してください。 

 

振興会 
後期部会 

（退職者部会） 

福  

祉 

関連する規程につきましては、当振興会ホームページを 

ご覧ください。 

関連する規程はコチラか

らご確認ください 

※申請書のご提出について（お願い） 

「後期移行登録者(現職部会員)申請書 」につきましては、① 教職員ではない配偶者の方も登録可能であり、 

登録希望の場合はその個人情報をお預かりすること、② 後期移行登録者(現職部会員)に登録いただくと、満

60歳となる年度末まで掛金の自動控除が継続すること、③ 教職員ではない配偶者の方も登録される場合、配

偶者分の掛金も前述②同様に控除となること、④ 満38歳から加入すると満60歳まで23年という長い期間と

なること、等の理由により、記名押印の上、申請書原本を郵送等でご提出いただきますので、ご理解、ご了承

のほどお願い申し上げます。 ※ お預かりする個人情報は、会員管理、配送業務、掛金控除、各種ご案内等に利用させていただきます。 

※ 自署の場合、印鑑は不要となりますので、ＦＡＸ送信による提出も可能です。（ＦＡＸ 028-680-6303） 

 

後期移行登録者申請書 


